
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
案
要
綱

第
一

災
害
予
防
代
替
建
築
物
の
定
義
に
お
け
る
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
を
除
却
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

災
害
予
防
代
替
建
築
物
の
定
義
に
お
け
る
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
を
除
却
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
建
築
基
準
法

第
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
除
却
の
勧
告
又
は
命
令
を
受
け
た
場
合
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
二

災
害
予
防
移
転
建
築
物
の
定
義
に
お
け
る
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
を
移
転
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

災
害
予
防
移
転
建
築
物
の
定
義
に
お
け
る
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
を
移
転
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
建
築
基
準
法

第
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
移
転
の
勧
告
又
は
命
令
を
受
け
た
場
合
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
三

災
害
予
防
関
連
工
事
の
定
義
に
お
け
る
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
の
敷
地
に
つ
い
て
擁
壁
の
設
置
等
の
工
事
を
行
う

必
要
が
あ
る
場
合

災
害
予
防
関
連
工
事
の
定
義
に
お
け
る
住
宅
部
分
を
有
す
る
建
築
物
の
敷
地
に
つ
い
て
擁
壁
の
設
置
等
の
工
事
を
行
う
必

要
が
あ
る
場
合
は
、
建
築
基
準
法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
施
行
の
勧
告
又
は
命
令
を
受
け
た

場
合
と
す
る
。

（
第
三
条
関
係
）

第
四

合
理
的
土
地
利
用
建
築
物

1
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合
理
的
土
地
利
用
建
築
物
の
定
義
に
お
け
る
市
街
地
の
土
地
の
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
建
築
物
は
、
敷
地
面
積
が
五

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
敷
地
内
に
一
定
の
規
模
の
空
地
を
有
す
る
耐
火
建
築
物
等
で
あ
っ
て
、
延
べ

面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
が
一
定
の
数
値
以
上
で
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
五

住
宅
の
建
設
等
に
付
随
す
る
行
為

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
住
宅
の
建
設
等
に

付
随
す
る
行
為
は
、
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
六

業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
配
慮
事
項

業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
住
宅
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
機
構
が
配
慮
す
べ
き
事
項
は
、
高
齢
者

若
し
く
は
障
害
者
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
に
身
体
の
機
能
上
の
制
限
を
受
け
る
も
の
が
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
構

造
及
び
設
備
を
備
え
た
住
宅
の
建
設
等
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
七

業
務
の
委
託
の
範
囲
等

一

機
構
が
金
融
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
は
、
譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
に
係
る
元
利
金
の
回
収
に
関
す
る
業

務
等
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
第
一
号
関
係
）
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二

機
構
が
債
権
回
収
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
は
、
譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
に
係
る
元
利
金
の
回
収
に
関
す

る
業
務
等
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

三

機
構
が
地
方
公
共
団
体
等
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
は
、
貸
付
金
に
係
る
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
部
分
の

工
事
等
の
審
査
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
第
三
号
関
係
）

第
八

利
益
の
処
理
及
び
納
付
金

毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の
算
定
方
法
、
積
立
金
の
処
分
に
当
た
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の

中
期
目
標
の
期
間
の
業
務
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
承
認
の
手
続
、
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
等
に
つ
き
、
必
要
な
規
定

を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
関
係
）

第
九

住
宅
金
融
支
援
機
構
債
券

機
構
の
発
行
す
る
住
宅
金
融
支
援
機
構
債
券
に
つ
き
、
そ
の
種
別
、
発
行
方
法
、
募
集
住
宅
金
融
支
援
機
構
債
券
に
関
す

る
事
項
の
決
定
、
申
込
み
、
割
当
て
及
び
債
権
者
、
住
宅
金
融
支
援
機
構
債
券
原
簿
、
債
券
の
発
行
及
び
記
載
事
項
等
に
つ

き
、
必
要
な
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
関
係
）

第
十

内
閣
総
理
大
臣
等
へ
の
権
限
の
委
任
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一

主
務
大
臣
の
立
入
検
査
の
権
限
の
う
ち
、
機
構
の
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
に
係
る
も
の
は
、
内
閣
総
理
大
臣

に
委
任
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
二
条
関
係
）

二

内
閣
総
理
大
臣
か
ら
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
関
東
財
務
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
。（

第
三
十
三
条
関
係
）

第
十
一

主
務
大
臣
等

こ
の
政
令
に
お
け
る
主
務
大
臣
及
び
主
務
省
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
土
交
通
大
臣
及
び
財
務
大
臣
並
び
に
国
土
交
通
省
令
・

財
務
省
令
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
関
係
）

第
十
二

附
則

一

こ
の
政
令
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

国
が
承
継
す
る
資
産
の
範
囲
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

機
構
が
承
継
す
る
資
産
の
価
額
の
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

四

住
宅
金
融
公
庫
の
解
散
の
登
記
の
嘱
託
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）

五

機
構
が
承
継
す
る
保
証
協
会
の
資
産
及
び
負
債
に
係
る
会
計
の
整
理
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
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（
附
則
第
五
条
関
係
）

六

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
委
託
に
基
づ
き
機
構
が
そ
の
管
理
及
び
回
収
の
業
務
の
一
部
を
行
う
債
権
に

つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
関
係
）

七

機
構
が
当
分
の
間
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
特
例
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
関
係
）

八

既
往
債
権
管
理
勘
定
に
係
る
利
益
の
処
理
及
び
納
付
金
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
関
係
）


